
木津川市会計年度任用職員登録案内 

 
 
木津川市（教育委員会等を含む。）で任用する会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２に基づ

き任用される会計年度任用職員）の登録については、以下のとおりとなります。 

※ この登録は、あらかじめ希望する職種や勤務時間等を登録していただき、登録者の中から必要

に応じて選考を行うものです。名簿登録期間に必ずしも任用されるものではありません。 

 

１ 登録方法 

次のいずれかの方法により提出してください。 

① 【オンライン登録】  

Ｗｅｂ提出フォーム「会計年度任用職員登録申込書兼履歴書提出フォーム」に必要事項を入力

のうえ送信してください（スマートフォン、タブレット、パソコンから登録できます）。 

 ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/o966/kaikeinendotouroku 

 ＱＲコード： 

 
 
 

 

② 【持参・郵送での登録】 

別紙「会計年度任用職員登録申込書兼履歴書」に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、「13 

提出先」に持参又は郵送で提出してください。 

※ 資格免許等が必要な職種については、資格証等の写しを添付してください。 

 

２ 登録受付期間 

 登録は随時受付しています。 

 ※ 人事秘書課へ持参される場合の受付時間は、平日の８時３０分から１７時１５分までです。 

 

３ 名簿登録期間 

 登録受付日から２年間 

 ※ 期間内に登録内容の変更をしたい場合や登録の削除を希望する場合には、人事秘書課へご連

絡ください。 

 



４ 職種一覧 

 別紙「木津川市会計年度任用職員職種一覧」をご確認ください。 

 

５ 選考方法 

 任用の必要が生じた場合に、登録者の登録申込書の内容で書類選考を行い、必要に応じて面接

等の選考を行ったうえ、任用を行います。 

 ※ 面接は対面での面接のほか、Ｚｏｏｍを使用したＷｅｂ面接も可能です。 

 

６ 任用期間 

 １会計年度（４月１日～翌年の３月３１日）までの範囲内で任用を行います。 

 ※ 任用期間中の勤務実績等により、翌会計年度にも引続いて任用する場合があります。 

 

７ 勤務時間 

 原則、８時３０分から１７時１５分（休憩１２時～１３時）の範囲内です。 

※ 勤務場所により、始業時間や終業時間が異なる場合があります。 

 

８ 休日・休暇 

（１）休日 

原則、土日・祝日・年末年始（１２月２９日から１月３日） 

 ※ 勤務場所により、異なる場合があります。 

（２）休暇 

 市規則に基づき年次有給休暇を付与します。 

 その他、有給休暇・無給休暇についても、市規則に基づき取得が可能です。 
 

９ 給料・報酬 

 別紙「会計年度任用職員職種一覧」をご確認ください。 

 ※ 任用期間中に変更となる場合があります。 

 ※ 給料月額は、フルタイム（週の勤務時間が３８時間４５分）勤務の場合の金額です。 

  パートタイム（週の勤務時間が３８時間４５分未満）勤務の報酬は、次の計算式により算出した金

額です 

   パートタイムの給料月額＝給料月額×（週当たりの勤務時間／３８．７５） ※１００円未満切上げ  



１０ 手当等 

（１)地域手当   給料月額の７％を支給 

（２）通勤手当   市規則に基づき支給 

（３）期末・勤勉手当  基準日（６月１日、１２月１日）において、市規則で定める基準を満た

す者について、最大年間４．６月分を支給 

  ※ 正職員に準じて変動する場合があります。 

（４）退職手当  フルタイム勤務者が６か月を超える任用をした場合に支給 

（５）給与支給日    月給払：当月２０日支給、時給払：翌月１５日支給 

    ※ 当日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支給します。 
 

１１ 社会保険等 

 勤務条件により、雇用保険・共済組合（短期）・厚生年金・労災保険の適用があります。 

 ※ フルタイム勤務者で必要勤務期間を経過した場合には、共済組合種別等の変更が適用されます。 

 

１２ 留意事項等 

 １ 会計年度任用職員は、地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となりま

す。 

 ２ パートタイム勤務の会計年度任用職員は、兼業・副業を行うことができます。 

 ３ 地方公務員法第１６条に規定する以下の欠格条項に該当する場合は、登録することができま

せん。 

 （１） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

 （２） 木津川市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 （３） 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

１３ 提出先 

 木津川市役所人事秘書課 

 〒６１９－０２８６ 

 京都府木津川市木津南垣外１１０番地９ 

 ☎ ０７７４－７２－０５０１（代表）、０７７４－７５－１２３４（直通） 

 ※ 教育委員会等の各執行機関で任用される職種についても、上記提出先へ提出をお願いします。 

  ※ フォーム提出の場合は、別途書類の郵送等は不要です。 


